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○ 昭 和 六 十 三 年 郵 政 省 告 示 第 八 百 七 十 四 号 （ Ａ Ｔ Ｃ Ｒ Ｂ Ｓ の 無 線 局 の 無 線 設 備 の 技 術 的 条 件 ） の 一 部 を 改 正 す る 告 示 案 新 旧 対 照 表 

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現   行 

無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） 第 四 十 五 条 の

十 二 の 六 第 二 号 イ （ ７ ） 及 び 第 三 号 の 規 定 に 基 づ き 、 Ａ Ｔ Ｃ Ｒ Ｂ Ｓ の 無 線 局

の 無 線 設 備 の 技 術 的 条 件 を 次 の よ う に 定 め 、 昭 和 六 十 四 年 一 月 一 日 か ら 施 行

す る 。 

な お 、 昭 和 五 十 一 年 郵 政 省 告 示 第 二 百 三 十 二 号 （ Ａ Ｔ Ｃ Ｒ Ｂ Ｓ の 無 線 局 の

無 線 設 備 の 技 術 的 条 件 を 定 め る 件 ） は 、 廃 止 す る 。 

無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） 第 四 十 五 条 の

十 二 の 六 第 二 号 イ （ ７ ） 及 び 第 三 号 の 規 定 に 基 づ き 、 Ａ Ｔ Ｃ Ｒ Ｂ Ｓ の 無 線 局

の 無 線 設 備 の 技 術 的 条 件 を 次 の よ う に 定 め 、 昭 和 六 十 四 年 一 月 一 日 か ら 施 行

す る 。 

な お 、 昭 和 五 十 一 年 郵 政 省 告 示 第 二 百 三 十 二 号 （ Ａ Ｔ Ｃ Ｒ Ｂ Ｓ の 無 線 局 の

無 線 設 備 の 技 術 的 条 件 を 定 め る 件 ） は 、 廃 止 す る 。 

一 Ｓ Ｓ Ｒ は 次 の 技 術 的 条 件 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。 一 Ｓ Ｓ Ｒ は 次 の 技 術 的 条 件 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。 

 １ ～ ６ （ 略 ）  １ ～ ６ （ 略 ） 

二 Ａ Ｔ Ｃ ト ラ ン ス ポ ン ダ は 、 そ の 航 空 機 の 航 行 中 に お け る 通 常 の 状 態 に お

い て 、 次 の い ず れ か の 技 術 的 条 件 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。 

二 Ａ Ｔ Ｃ ト ラ ン ス ポ ン ダ は 、 そ の 航 空 機 の 航 行 中 に お け る 通 常 の 状 態 に お

い て 、 次 の い ず れ か の 技 術 的 条 件 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。 

１ ・ ２ （ 略 ） １ ・ ２ （ 略 ） 

 ３ 国 際 民 間 航 空 条 約 第 十 附 属 書 第 八 十 五 改 訂 の 条 件 を 満 足 す る 無 線 設 備

に あ つ て は 、 モ ー ド Ａ 及 び モ ー ド Ｃ の 質 問 信 号 Ｐ
１

の 二 ・ 〇 ± 〇 ・ 一 五 マ

イ ク ロ 秒 以 前 に Ｓ
１

パ ル ス が 検 出 さ れ た と き は 以 下 の 条 件 を 満 足 す る こ

と 。 

 

（１
）

 信 号 検 出 し き い 値 を 上 回 る パ ル ス Ｓ
１

及 び パ ル ス Ｐ
１

の 場 合 、 Ａ Ｔ Ｃ

ト ラ ン ス ポ ン ダ の 応 答 動 作 が 抑 圧 さ れ る こ と 。 

 

（２
）

 信 号 検 出 し き い 値 と 同 等 の パ ル ス Ｐ
１

及 び 信 号 検 出 し き い 値 と 同 等

の パ ル ス Ｓ
１

の 場 合 、 モ ー ド Ａ 及 び モ ー ド Ｃ の 質 問 に 対 す る 応 答 が 十 パ

ー セ ン ト を 超 え な い よ う 、 Ａ Ｔ Ｃ ト ラ ン ス ポ ン ダ の 応 答 動 作 が 抑 圧 さ

れ る こ と 。 
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（３
）

 信 号 検 出 し き い 値 と 同 等 の パ ル ス Ｐ
１

及 び 信 号 検 出 し き い 値 か ら 三

デ シ ベ ル 低 下 し た 値 の パ ル ス Ｓ
１

の 場 合 、 Ａ Ｔ Ｃ ト ラ ン ス ポ ン ダ は モ

ー ド Ａ 及 び モ ー ド Ｃ の 質 問 に 対 し て 少 な く と も 七 十 パ ー セ ン ト 以 上

応 答 す る こ と 。 

 
（４

）

 信 号 検 出 し き い 値 と 同 等 の パ ル ス Ｐ
１

及 び 信 号 検 出 し き い 値 か ら 六

デ シ ベ ル 低 下 し た 値 の パ ル ス Ｓ
１

の 場 合 、 Ａ Ｔ Ｃ ト ラ ン ス ポ ン ダ は モ

ー ド Ａ 及 び モ ー ド Ｃ の 質 問 に 対 し て 少 な く と も 九 十 パ ー セ ン ト 以 上

応 答 す る こ と 。 

 

注 １ 抑 圧 動 作 は 、 パ ル ス Ｓ
１

及 び パ ル ス Ｐ
１

の 検 出 に よ る も の で あ り 、

パ ル ス Ｐ
２

又 は パ ル ス Ｐ
３

の 検 出 は 必 要 と し な い 。 

注 ２ パ ル ス Ｓ
１

の 振 幅 は パ ル ス Ｐ
１

の 振 幅 よ り も 小 さ い も の で あ る こ

と 。 

注 ３ こ の 条 件 は 、 パ ル ス Ｓ
１

が イ ン タ ー モ ー ド 質 問 の 前 に 配 置 さ れ る

場 合 、 モ ー ド Ａ 及 び モ ー ド Ｃ の み に 対 応 す る ト ラ ン ス ポ ン ダ に 対

し て も 適 用 す る 。 

 

別図第一号 ＳＳＲの質問信号のデータブロツクの様式 別図第一号 ＳＳＲの質問信号のデータブロツクの様式 

（略）  （略） 

別図第二号 モードＳの質問信号に対して応答できるＡＴＣトランスポンダ

の応答信号のデータブロツクの様式 

別図第二号 モードＳの質問信号に対して応答できるＡＴＣトランスポンダ

の応答信号のデータブロツクの様式 

様式番号          様   式         用 途 様式番号          様  式          用 途 

     
様式番号0又は16の選

択質問（注３）に対す

る応答 

    
様式番号 0 又は 16

の選択質問（注３）

に対する応答 
0 00000  （注 1） （注 2）  0 00000  （注 1） （注 2）  

         

     様式番号4又は20の選     様式番号 4 又は様式

24 ビツト 24 ビツト 

56 ビツト 56 ビツト 

13 ビツト 13 ビツト 

24 ビツト 13 ビツト 24 ビツト 13 ビツト 
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4 00100  （注 1） （注 2）  択質問に対する応答 4 00100  （注 1） （注 2）  番号 20 の選択質問

に対する応答 

         

     

様式番号5又は21の選

択質問に対する応答 

    
様式番号 5 又は様式

番号 21 の選択質問

に対する応答 
5 00101  （注 2）  5 00101  （注 2）  

         

11・16・17 （略） 11・16・17 （略） 

     

拡張スキツタ 

ノントランスポンダ 

     

18 10010  （注 4）  （注 2）       

          

     

拡張スキツタ 

軍用 

     

19 10011         

          

     

様式番号4又は20の選

択質問に対する応答 

    
様式番号 4 又は様式

番号 20 の選択質問

に対する応答 
20 10100  （注 1）  （注 2）  20 10100  （注 1）  （注 2）  

         

     

様式番号5又は21の選

択質問に対する応答 

    
様式番号 5 又は様式

番号 21 の選択質問

に対する応答 
21 10101  （注 2）  21 10101  （注 2）  

         

     

様式番号 24 の選択質

問に対する応答 

    

様式番号 24 の選択

質問に対する応答 
24 11  （注 2）  24 11  （注 2）  

         

注 1～4 （略） 注 1～4 （略） 

56 ビツト 56 ビツト 

56 ビツト 

24 ビツト 

56 ビツト 

24 ビツト 

112 ビツト 

24 ビツト 56 ビツト 13 ビツト 

112 ビツト 

112 ビツト 112 ビツト 

24 ビツト 56 ビツト 13 ビツト 

112 ビツト 

24 ビツト 

112 ビット 

24 ビツト 

24 ビツト 24 ビツト 

24 ビツト 24 ビツト 

112 ビツト 112 ビツト 
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別表 応答能力の種類 別表 応答能力の種類 

 種 類 応 答 能 力 種 類 応 答 能 力  

 レベル１ （略） レベル１ （略）  

 レベル２ （略） レベル２ （略）  

 レベル３ １ （略） 

２ モードＳの質問信号に対して、別図第二号に掲げる様

式番号 24 の様式を用いた応答信号により応答可能であ

ること。ただし、拡張メツセージ（注 1）による応答は

行わないこと。 

レベル３ １ （略） 

２ モードＳの質問信号に対して、別図第二号に掲げる様

式番号 24 の様式を用いた応答信号により応答可能であ

ること。ただし、拡張メツセージ（注）による応答は行

わないこと。 

 

 レベル４ １ （略） 

２ 拡張メツセージ（注 1）による応答が可能であること。

レベル４ １ （略） 

２ 拡張メツセージ（注）による応答が可能であること。 

 

 レベル５ （略） レベル５ （略）  

注１ 拡張メツセージとは、様式番号 24 のデータブロツクを２以上連続し

たものをいう。 

注 拡張メツセージとは、様式番号 24 のデータブロツクを２以上連続した

ものをいう。 

注２ ＳＩ能力を有するＡＴＣトランスポンダの応答能力には、接尾辞とし

て「ｓ」を付すこと。 

 

  

  

  

 

 


